
市民経済委員会会議録 

平成２０年１２月１６日（火） 

（開 会）１０：２１ 

（閉 会）１４：２４ 

 

○ 委員長 

ただ今から市民経済委員会を開会いたします。 

「議案第９７号 平成２０年度 飯塚市小型自動車競走事業特別会計補正予算（第２号）」を

議題といたします。 

執行部の補足説明を求めます。 

○ 事業管理課長 

議案第９７号 平成２０年度飯塚市小型自動車競走事業特別会計補正予算（第２号）をご説

明いたします。補正予算書の１６７ページをお願いいたします。第１条でございますが、歳入

歳出それぞれ１，０９８，４４１千円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ２１，０２０，

６１４千円とするものでございます。今回の補正は当初予算計上時に確定しておりませんでし

た場外発売受託日数、委託日数を確定したもので算定しなおし、９月までの実績により執行残

の整理をし、決算見込により補正をしたものでございます。 

その主なものを事項別明細書でご説明いたします。まず歳出でございますが１７４ページを

お願いいたします。需用費の燃料費の２，３４１千円の増額は石油等の価格の高騰による増額

でございます。同じページの公課費の３，７８３千円の増額はＨ１９年の決算見込額で計上し

ておりましたが、決算額が確定いたしましたので、その差額を補正するものでございます。 

１７５ページをお願いいたします。積立金の３，８８７千円の増額につきましては全市的に

積立運用をしております利子が確定いたしましたので補正をするものでございます。 

１７６ページをお願いいたします。諸支出金の公営企業金融公庫納付金の２１９，１６８千

円の減額につきましては法律の改正によりその年度の決算見込による予納制度が変わりまして、

前年度の決算額により支払うようになりましたので、その全額を減額するものでございます。

また収益が出ない場合は支払わなくてよいようになっております。なお、先の委員会でいろい

ろとご意見をいただいておりました中央食堂の改修工事につきましては、設計額の未確定によ

り今回の補正で予算額は扱っておりませんが、予算額６３，２００千円の約半分程度を使いま

して、立ち食いうどんコーナー、ファストフードコーナー、及び畳敷きコーナーの新設を始め、

フロアーの整備、テーブルの入替等を行い、３月までに竣工する予定になっております。予算

残額につきましては本年度につきましては、一旦施設改良基金に積立を行いまして来年度以降

にファンサービス向上のために使いたいと考えております。 

次に歳入でございますが１７１ページをお願いいたします。勝車投票券発売収入１，０６０，

０００千円の減は上半期実績による年間見込によるものでございます。 

○ 委員長 

説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。 

討論を許します。討論はありませんか。 

（ 討論なし ） 

討論を終結いたします。 

採決いたします。「議案第９７号 平成２０年度 飯塚市小型自動車競走事業特別会計補正予

算（第２号）」については、原案のとおり可決することに、ご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 



ご異議なしと認めます。 

よって、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

次に、「議案第９９号 平成２０年度 飯塚市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）」

を議題といたします。執行部の補足説明を求めます。 

○ 農林課長 

平成２０年度 飯塚市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）の補足説明をいたします。

予算書の１８３ページをお願いいたします。歳入歳出予算総額から歳入歳出それぞれ３５４千

円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２７，１４８千円とするものであります。 

主なものの内容につきまして、事項別明細書より歳出のほうから説明いたします。１８７ペ

ージをお願いいたします。歳出につきましては一般管理費の負担金を１０７千円減額し、施設

管理費の委託料を２４７千円減額することにつきましては、執行残の減額をするものでありま

す。 

続きまして歳入について説明いたします。１８６ページをお願いいたします。２款 使用料

において、加入者増により９９千円増額するものであります。３款 繰入金は歳入の増額、歳

出の減額により、一般会計繰入金を５１８千円とするものであります。 

○ 委員長 

説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

○ 道祖委員 

説明の中で加入者が増えたということでありましたけど、何人から何人、何世帯から何世帯

というふうになったのかお尋ねします。 

○ 農林課長 

今回の加入者増につきましては、事業所が昨年から１件増えております。昨年１２事業所が

１件増えまして１３事業所になっております。加入世帯数の８６世帯につきましては変わって

おりません。 

○ 委員長 

他に質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。 

討論を許します。討論はありませんか。 

（ 討論なし ） 

討論を終結いたします。 

採決いたします。 

「議案第９９号 平成２０年度 飯塚市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）」につ

いては、原案のとおり可決することに、ご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。 

よって、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

次に、「議案第１００号 平成２０年度 飯塚市地方卸売市場事業特別会計補正予算（第１号）」

を議題といたします。執行部の補足説明を求めます。 

○ 農林課長 

平成２０年度飯塚市地方卸売市場事業特別会計補正予算（第１号）の補足説明をいたします。

予算書の１８９ページをお願いいたします。歳入歳出予算総額から歳入歳出それぞれ１，３２

６千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８９，０８２千円とするものであり

ます。 

主な内容について事項別明細書より歳出から説明させていただきます。１９３ページをお願



いいたします。歳出につきまして１款 一般管理費の給料等を４０７千円減額し、市場管理費

の９１９千円に減額することにつきましては執行残の減額をするものであります。 

続きまして歳入について説明いたします。１９２ページをお願いいたします。歳入につきま

しては１款 使用料において売上増加による４，１１２千円の増額であります。２款 繰入金

は歳入の増額、歳出の減額により、一般会計繰入金を５，３８０円減額するものであります。 

○ 委員長 

説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。 

討論を許します。討論はありませんか。 

（ 討論なし ） 

討論を終結いたします。 

「議案第１００号 平成２０年度 飯塚市地方卸売市場事業特別会計補正予算（第１号）」に

ついては、原案のとおり可決することに、ご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。 

よって、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

次に、「議案第１０２号 平成２０年度 飯塚市工業用地造成事業特別会計補正予算（第２号）」

を議題といたします。執行部の補足説明を求めます。 

○ 産学振興課長 

今回の補正は職員給与見直し、及び地域開発事業債の起債利率確定によるものでございます。

補正予算書の２０５ページをお願いいたします。第１条におきまして歳入歳出それぞれ２，２

３４千円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１，０５６，７５１千円とするものでござ

います。 

その内容につきましては事項別明細書により歳出から説明いたします。２０９ページをお願

いいたします。１款 鯰田工業団地造成事業費でございますが、一般職給、期末手当、勤勉手

当、及び社会保険料の減額は再任用職員の給料が本年度改定され、月額２９，１２０円の減額

となったことに伴うものでございます。通勤手当２６千円の増額は本年４月の人事異動に伴う

ものでございます。雇用保険料の減額は法の改正によりまして平成２０年度の確定保険料を平

成２１年度予算から支出することになったものでございます。２款 利子につきましては平成

１９年度起債額が９２，７００千円、利率が１．６７５％で確定しましたため、１，７６１千

円を減額いたしております。 

次に歳入をご説明いたします。２０８ページをご説明いたします。２款 繰越金では前年度

繰越金１１５，４４１円を繰入れるため、１１４千円を計上いたしております。３款 雑入は

先ほど説明いたしました職員給与の見直しにより２千円を減額いたしております。１款 一般

会計繰入金では収支のバランスを調整するため２，３４６千円を減額いたしております。 

○ 委員長 

説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。 

討論を許します。討論はありませんか。 

（ 討論なし ） 

討論を終結いたします。 

採決いたします。 

「議案第１０２号 平成２０年度 飯塚市工業用地造成事業特別会計補正予算（第２号）」に



ついては、原案のとおり可決することに、ご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。 

よって、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

次に、「議案第１０３号 平成２０年度 飯塚市汚水処理事業特別会計補正予算（第１号）」を

議題といたします。執行部の補足説明を求めます。 

○ 環境整備課長 

議案第１０３号 平成２０年度飯塚市汚水処理事業特別会計補正予算（第１号）について補

足説明をさせていただきます。平成２０年度飯塚市一般会計特別会計補正予算書の２１３ペー

ジをお願いいたします。第１条で既に定めております歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ

れ５，１８２千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１６，３３１千円と定め

るものでございます。 

その主な内容につきましては、歳入歳出補正予算事項別明細書で説明させていただきます。

２１６ページをお願いいたします。歳入１款１項１目 汚水処理施設使用料の減年度分につき

ましては、平成２０年９月までの調定実績に伴い今後の使用料見込を減額補正するものであり

ます。過年度分につきましては平成１９年度出納閉鎖伴い、平成１９年度以前分の使用料滞納

金額が確定しておりますので、増額補正するものであります。３款１項１目 汚水処理施設整

備基金繰入金につきましては本年度の汚水環境改修工事箇所が減少したために、単年度歳入で

工事費の財源が確保できるため、全額を減額するものであります。 

２１７ページをお願いいたします。歳出の１款１項１目 一般管理費のうぐいす台団地汚水

処理施設事務委任負担金につきましては、上下水道局への事務委任負担金の見直しに伴い、減

額補正するものであります。１款１項２目 施設管理費の汚水処理施設維持管理委託料、及び

汚泥抜取等委託料につきましては執行残額の補正であります。汚水管路内調査委託料につきま

しては管路内目視調査、カメラ調査等の実施結果から、本年度の調査実施が不要と判断したた

め、全額を減額補正するものであります。工事請負費につきましては汚水環境改修工事を平成

２０年、２１年度の２ヵ年に分けて実施することとしたため、減額補正するものでございます。 

○ 委員長 

説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。 

討論を許します。討論はありませんか。 

（ 討論なし ） 

討論を終結いたします。 

採決いたします。 

「議案第１０３号 平成２０年度 飯塚市汚水処理事業特別会計補正予算（第１号）」につい

ては、原案のとおり可決することに、ご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。 

よって、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

 


